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甲賀市総合計画基本構想等について 

 

 

１．甲賀市総合計画基本構想・基本計画等の概要 

 総合計画は、「基本構想」と「基本計画」、そして、これらを実現するための手段

である「実施計画」からなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「基本構想」は、１２年を計画期間とし、将来に目指す「まちや人の姿」を

描き、その実現に向けた道筋を明らかにする長期的な指針となる計画です。 

○ 現在、第２次基本構想の計画期間（平成２９年（２０１７年）～令和１０年

（２０２８年））となります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【資料５】 

第 1期 
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計画期間：4年間 
基本計画 

第 1期 

計画期間：4年間 
実施計画 

第 2期 

計画期間：4年間 

第 3期 

計画期間：4年間 

計画期間：12年間 

平成 29（2017）年度から令和 10（2028）年度 
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２．第３次甲賀市総合計画基本構想の策定に向けて 

全国的な人口減少が進行する中、本市においても２００５年をピークに人口減少

が進んでおり、医療・福祉需要の増加などといった行政課題や地域コミュニティの

維持、中山間地域における移動手段の確保などの人口減少に端を発した課題への対

応が必要となってきます。 

これらの課題に対応しつつ、豊かな暮らしが実現できる本市の強みを伸ばしてい

くため、次期基本構想となる第３次基本構想策定に向けて、市が示す検討課題や基

本構想のたたき台等について、委員のみなさまよりご意見をいただきたいと考えて

おります。 

 

 

３．今後のスケジュール（案） 

 （令和７年度） 

   令和７年   １２月    総合計画審議会（第１回） 

                 （委員顔合わせ、総合計画の概要等について） 

 

＝＝＝＝（以下、想定）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（令和８年度） 

  令和８年   ７～８月   総合計画審議会（第１回） 

  令和９年   １～２月   総合計画審議会（第２回） 

 （令和９年度） 

   令和９年   ６～７月   総合計画審議会（第１回） 

          ９月     委員任期 切替 

          １０～１１月 総合計画審議会（第２回） 

 （令和１０年度） 

   令和１０年  ４～５月   総合計画審議会（第１回） 

          ８～９月   総合計画審議会（第２回） 

          １０～１１月 総合計画審議会（第３回） 

   令和１１年  ３月     第３次甲賀市総合計画基本構想 

基本計画 

実施計画 策定 


